
 

 

雇児発０６０７第８号  

平成２５年６月７日  

 

   都 道 府 県 知 事 

 各 指 定 都 市 市 長 殿 

   児童相談所設置市市長 

 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

「里親制度の運営について」の一部改正について 

 

 

 

 標記については、平成１４年９月５日雇児発第０９０５００２号厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長通知「里親制度の運営について」により行われているところである

が、今般、その一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成２５年４月１日から適用

することとしたので通知する。 



（別紙）「里親制度の運営について」の一部改正 新旧対照表

改 正 後 現 行

雇児発第０９０５００２号 雇児発第０９０５００２号

平 成 １ ４ 年 ９ 月 ５ 日 平 成 １ ４ 年 ９ 月 ５ 日

【一部改正】平成１６年１２月２８日雇児発第１２２８００１号 【一部改正】平成１６年１２月２８日雇児発第１２２８００１号

【一部改正】平 成 １ ８ 年 ４ 月 ３ 日雇児発第０４０３０１６号 【一部改正】平 成 １ ８ 年 ４ 月 ３ 日雇児発第０４０３０１６号

【一部改正】平成２１年３月３１日雇児発第０３３１００８号 【一部改正】平成２１年３月３１日雇児発第０３３１００８号

【一部改正】平成２３年３月３０日雇児発０３３０第８号 【一部改正】平成２３年３月３０日雇児発０３３０第８号

【一部改正】平 成 ２ ３ 年 ９ 月 １ 日雇児発０９０１第２号 【一部改正】平 成 ２ ３ 年 ９ 月 １ 日雇児発０９０１第２号

【一部改正】平 成 ２ ４ 年 ４ 月 ５ 日雇児発０４０５第１０号 【一部改正】平 成 ２ ４ 年 ４ 月 ５ 日雇児発０４０５第１０号

【一部改正】平 成 ２ ５ 年 ６ 月 ７ 日雇児発０６０７第８号

都 道 府 県 知 事 都 道 府 県 知 事

各 指 定 都 市 市 長 殿 各 指 定 都 市 市 長 殿

児童相談所設置市市長 児童相談所設置市市長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

里親制度の運営について 里親制度の運営について

標記については、今後の里親制度の運営に関し留意すべき事項を、別紙のとおり 標記については、今後の里親制度の運営に関し留意すべき事項を、別紙のとおり

里親制度運営要綱として定めたので、御了知の上、その取扱いに遺漏のないよう努 里親制度運営要綱として定めたので、御了知の上、その取扱いに遺漏のないよう努

められたい。 められたい。

この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規 この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規

定に基づく技術的な助言であることを申し添える。 定に基づく技術的な助言であることを申し添える。



改 正 後 現 行

別紙 別紙

里親制度運営要綱 里親制度運営要綱

第１～第４ （略） 第１～第４ （略）

第５ 里親への委託等 第５ 里親への委託等

１ 委託等の共通事項 １ 委託等の共通事項

（１）都道府県知事の役割 （１）都道府県知事の役割

ア～カ （略） ア～カ （略）

キ 都道府県知事は、里親に委託されている児童の保護がより適切に行われ キ 都道府県知事は、里親に委託されている児童の保護がより適切に行われ

ると認められる場合には、児童に情緒障害児短期治療施設若しくは児童自 ると認められる場合には、児童に情緒障害児短期治療施設若しくは児童自

立支援施設に通所させ、又は障害児通所支援、居宅介護、重度訪問介護、 立支援施設に通所させ、又は障害児通所支援を受けさせることができるこ

同行援護、行動援護、短期入所を利用することができること。 と。

ク～サ （略）

（２） （略）

２～５ （略）

第６～第14 （略） 第６～第14 （略）


